
経営者・総務・労務ご担当者様、必見︕

2026年2月10日(火) 17:00お申込み期限

法人名

ネットでお申込み 右のQRコードからアクセスしてください

TEL : 075-778-5500

FAX: 075-778-5501
株式会社トヨタレンタリース京都 法人営業部 運営事務局　吉田・木村

お申込みいただいたお客様には後日、ご視聴用ZoomのURLをお送りします

下記のフォームに必要事項を記入し、上記のFAX番号まで本用紙を送信してください

電話でお申込み

FAXでお申込み

お名前

ご住所

電話番号 メールアドレス

詳細・お申込みはこちらから

藤井恵介様（ふじいけいすけ）社会保険労務士法人ミライガ 代表社員・特定社会保険労務士
 京都大学卒業後、民間企業を経て社会保険労務士事務所を開業。中小企業のホワイト企業化をサポートし、

民間企業での経験と豊富な知識をベースとしたアイデア満載のアドバイスが
「その手があったか」「自社の身の丈にあわせてくれるので実行しやすい」と多数の経営者から好評を得ている。
各種のコンサルティングだけでなく、日々の労務管理や労働社会保険手続きなどの
アウトソーシング業務でも多くの企業を支援している。

講 師

2026年1月に改正される「下請法」。以降も改正が予想される「障害者雇用促進法」「労働安全衛生法」や
「労働基準法」など…。改正のポイントを細部まで理解し、リソースを割き、自社を対応させていくこと。
その作業は、大企業よりも中小企業にとって、より負荷のかかることかもしれません。本セミナーでは、企業の
実務を担う責任者・担当者に向けて、法改正トピックスを簡潔に紹介し、取りうる対応策や、陥りがちな罠などを
解説。わずか1時間で、4月以降の業務で押さえておくべきポイントがわかります。ぜひ、ご参加ください！

参加無料
100回線限定


